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松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、事業用省エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者

に対し、予算の範囲内において、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促

進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、地球

温暖化対策を推進し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（補助金の交付対象） 

第２条 補助対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に

掲げる事業とする。 

⑴ 省エネルギー診断の受診 

⑵ 省エネルギー診断に基づく設備改修等 

⑶ ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の購入・改修 

⑷ 電気自動車の導入 

⑸ 燃料電池自動車の導入 

⑹ 急速充電設備の導入 

⑺ 普通充電設備の導入 

２ 補助事業の要件は別表１のとおりとする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、申請時において別表２の共通要件及び別表３の補助事業ごとの要件を

みたす事業者とする。 

 

（補助対象経費と補助金の額） 

第４条 補助事業のうち対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）
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は、補助対象者が負担した経費のうち別表４のとおりとし、消費税及び地

方消費税並びに国等からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の

額を控除した額とする。また、第２条の各補助事業の補助金の額は別表５

のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。 

２ 補助金の交付回数は、第２条各号に掲げる事業ごとに、一申請者につい

て、１年度につき１回限り交付する。ただし、同一の事業所等については、

通算して１回限り交付する。 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、

当該年度の２月最終開庁日までに、松戸市事業用省エネルギー設備等導入

促進事業費補助金交付申請書（第１号様式）に別表６又は別表７に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審

査し補助金交付の可否を決定するとともに、松戸市事業用省エネルギー設

備等導入促進事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）又は松戸市事業

用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付却下通知書（第３号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

 

（交付請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金交付

の請求をしようとするときは、その通知を受けた日から起算して１０日以

内に、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付請求書

（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 
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（財産の管理） 

第８条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完

了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補

助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。 

 

（処分の制限） 

第９条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長が指定す

る期間（以下「財産処分制限期間」という。）は、この補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又

は廃棄してはならない。ただし、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促

進事業費補助金設備処分承認申請書（第５号様式）により市長の承認を得

た場合はこの限りではない。 

２ 前項で定める財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を勘案して、別表

８に定める。 

３ 市長は、第１項による承認申請書が提出されたときは、その内容を審査

し承認可否を決定するとともに、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促

進事業費補助金設備処分承認通知書（第６号様式）又は松戸市事業用省エ

ネルギー設備等導入促進事業費補助金設備処分不承認通知書（第７号様式）

により、当該申請者に通知するものとする。 

４ 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けた場合におい

て、財産処分制限期間の満了日までの月数（１か月未満の期間は算入しな

い。）の割合に相当する補助金額（1,000円未満の端数があるときは、その

端数は切り捨てるものとする。）を返還しなければならない。 
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５ 前項の規定にかかわらず、当該処分が天災、本人の責めに帰さない事故

その他のやむを得ない事由による場合において、市長は返還すべき補助金

額の全部又は一部を免除することができる。 

 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により

補助金の交付の決定を受けた、又はこの要綱に違反したと認められたとき

は、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（市への協力） 

第１１条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、

市長から次の各号における協力を求められたときは、協力するよう努めな

ければならない。 

⑴ 事業効果等に関する資料の提供 

⑵ 災害時における地域への電源供給等 

 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
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別表１（第２条）補助事業の要件 

補助事業の種類 補助事業の要件 

省エネルギー診断の

受診 

省エネルギー対策に関する専門的知識を有する者が

市内の事業所、営業所又は事務所（以下「事業所等」

という。）を訪問し、当該事業所等におけるエネルギ

ーの使用状況、設備の運転状況等を調査するととも

に、当該調査結果に基づき省エネルギー対策を提案す

るものであって、県が指定した機関が実施するもの、

一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最

適化診断及びその他の診断に要する費用に国の補助

金が充当されている省エネルギー診断であること。 

省エネルギー診断に

基づく設備改修等 

省エネルギー診断に基づき、当該事業所等に係る設備

の改修等を行うもののうち、以下の要件を満たすこ

と。ただし、導入する設備は未使用のものであること。 

⑴ 省エネルギー診断書の発行日は、その有効期限

日又は診断日から起算して３年を経過する日の

いずれか早い日以内であること。 

⑵ 実施前と比べて当該事業所全体のエネルギー

使用量がエネルギーの使用の合理化及び非化石

エネルギーへの転換等に関する法律施行規則（昭

和５４年通商産業省令第７４号）に定める原油換

算量又は地球温暖化対策の推進に関する法律施

行令（平成１１年政令第１４３号）に定める温室

効果ガス排出量で１０パーセント以上削減して

いること。ただし、以下によるものは削減割合に

含めない。 

ア 申請者が費用を負担しない改修等 
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イ 設備の使用方法等、直接設備の改修等を伴わ

ないもの 

ウ 非常用や予備用など常用ではないもの 

ＺＥＢ（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビ

ル） 

国が実施する補助事業により補助金の交付を受けて

いる建築物又は建築物のエネルギー消費性能の表示

に関する指針（平成２８年３月１１日国土交通省告示

第４８９号）に規定される第三者認証（以下ＢＥＬＳ

という。）によりＺＥＢ（「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ」、

「ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ」又は「ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔ

ｅｄ」を含む。）と認証されている建築物であること。 

電気自動車の導入 

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内

燃機関を併用しない自動車（道路運送車両法（昭和２

６年法律第１８５号）第６０条第１項の規定による自

動車検査証の交付を受けた同法第２条第２項に規定

する自動車をいう。以下同じ。）で、自動車検査証に

当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されている

もののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自家

用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪の

ものに限る。 

⑴ 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車

として新たに購入したもの（中古の輸入車の初度

登録車を除く。）であること。 

⑵ 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住

所であること。 

⑶ 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、

補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 

⑷ 国が令和４年度以降に実施する補助事業にお
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いて、一般社団法人次世代自動車振興センターに

より補助対象とされている電気自動車であるこ

と。 

燃料電池自動車の導

入 

車両に搭載された燃料電池によって駆動される電動

機のみを原動機とする自動車で、自動車検査証に当該

自動車の燃料の種類が「圧縮水素」と記載されている

もののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、四輪

のものに限る。 

⑴ 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車

として新たに購入したもの（中古の輸入車の初度

登録車を除く。）であること。 

⑵ 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住

所であること。 

⑶ 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、

補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 

⑷ 国が令和４年度以降に実施する補助事業にお

いて、一般社団法人次世代自動車振興センターに

より補助対象とされている燃料電池自動車であ

ること。 

急速充電設備の導入 

電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び

電気自動車に搭載された電池への充電を制御する機

能を共に有する、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ以

上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備

一式を備えたものであり、一般社団法人次世代自動車

振興センターにより補助対象とされていること。ただ

し、導入する設備は未使用のものであること。 

普通充電設備の導入 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有
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する、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ未満のもの

で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備

えたものであり、一般社団法人次世代自動車振興セン

ターにより補助対象とされていること。ただし、導入

する設備は未使用のものであること。 
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別表２（第３条）補助対象者の要件（共通要件） 

補助事業の種類 補助対象者の要件 

第２条第１項に掲げ

るすべての補助事業 

⑴ 市内に事業所等を有し、事業を営む個人又は法人

であること。ただし、リース契約におけるリース事

業者についてはこの限りではない。 

⑵ 市に納付すべき税を滞納していないこと。 

⑶ 代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関

与している者が松戸市暴力団排除条例（平成２４年

松戸市条例第２号）第２条第３号に規定する暴力団

員等でないこと。 

⑷ 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。

（所有権留保付きローン（残価設定型の契約を含

む。）で購入し、所有者が販売店又はファイナンス

会社等である場合及びリースにより導入し、所有者

がリース事業者等である場合を含む。） 

⑸ 補助事業をリースで行う場合には、設置者とリー

ス事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、

リース事業者は、リースを受ける者から領収する月

額リース料を減額する形で補助金相当分を還元する

ものとする。なお、リース契約については、次のい

ずれかを満たすことを要件とする。 

ア リース期間が第９条第２項に規定する財産処分

制限期間以上の契約となっていること。 

イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設

置者が設備を購入する契約となっていること。 

⑹ 補助対象者の要件を満たす者が複数いる場合は、

全ての者から補助金申請に係る権限を委任されてい
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ること。 

 

別表３（第３条）補助対象者の要件（補助事業ごとの要件） 

補助事業の種類 補助対象者の要件 

省エネルギー診断の受

診 

⑴ 補助金の交付を申請する年度内に受診している

こと。 

省エネルギー診断に基

づく設備改修等 

⑴ 設備改修等の工事が完了した日の翌日から起算

して１年以内であること。 

⑵ 事業所等を第三者が所有する場合、全ての者か

ら事業実施の同意を得ていること。 

ＺＥＢ（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の

購入・改修 

⑴ 事業所等の工事が完了した日又は引渡しを受け

た日の翌日から起算して１年以内であること。 

電気自動車の導入 

燃料電池自動車の導入 

⑴ 補助金の交付を申請する年度内に導入している

こと。 

⑵ 車両を導入する事業所等において、申請者が松

戸市クリーンエネルギー自動車導入補助金交付規

則、松戸市住宅用省エネルギー設備等設置費補助

金交付要綱又は松戸市クリーンエネルギー自動車

導入促進事業費補助金交付要綱に基づき同じ種類

の補助事業の補助を受けていないこと。 

急速充電設備の導入 

普通充電設備の導入 

⑴ 補助金の交付を申請する年度内に導入している

こと。 

⑵ 自動車の製造又は販売に係る事業を主たる事業

として営んでいないこと。 

⑶ 事業所等を第三者が所有する場合、全ての者か

ら事業実施の同意を得ていること。 
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別表４（第４条第１項）補助対象経費 

補助事業の種類 補助対象経費 

省エネルギー診断の 

受診 
省エネルギー診断の受診に要する費用 

省エネルギー診断に 

基づく設備改修等 

設備本体（空調、換気、照明、給湯等の機器及びＢ

ＥＭＳ等のエネルギー管理システム、再生可能エネ

ルギーシステム、蓄電システム等）及び付属品の購

入費、工事費（据付・配線工事等の補助対象設備の

改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及

び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。） 

※補助事業に要した経費のうち、設備の使用の方法

及び運用の方法等に関する経費は除く。 

ＺＥＢ（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）

の購入、改修 

建築・改修費（高性能建材や空調、換気、照明、給

湯等の機器及びＢＥＭＳ装置、蓄電システム等の設

置費用）及び工事費（補助対象設備の据付に不可欠

な工事費用。資材等の運搬費及び既存建築物の撤

去・処分に係る費用を除いたもの。） 

電気自動車の導入 電気自動車本体の購入費 

燃料電池自動車の導

入 
燃料電池自動車本体の購入費 

急速充電設備の導入 

普通充電設備の導入 

設備本体の購入費、設備の設置工事費（基礎工事、

据付・配線工事等） 

※高圧受変電設備設置工事費、屋根や小屋、案内板、

課金装置などの付帯設備設置費、停電回避費、充電

スペース造成費、既存設備の撤去・処分費、運搬費

は除く。） 
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別表５（第４条第１項）補助金の額 

補助事業の種類 補助金の額 

省エネルギー診断の 

受診 

補助対象経費の額。ただし、当該額が21,000円を超

えるときは、21,000円とする。 

省エネルギー診断に 

基づく設備改修等 

補助対象経費の額に３分の１を乗じた額。ただし、

当該額が400,000円を超えるときは、400,000円とす

る。なお、実施事業所等がまつど脱炭素社会推進事

業所登録制度における登録事業所である場合は算出

した補助金の額に対して１０分の１を乗じた額を、

当該補助金の額に加えて交付する。 

ＺＥＢ（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）

の購入、改修 

補助対象経費の額。ただし、当該額が1,000,000円を

超えるときは、1,000,000円とする。なお、実施事業

所等がまつど脱炭素社会推進事業所登録制度におけ

る登録事業所である場合は算出した補助金の額に対

して１０分の１を乗じた額を、当該補助金の額に加

えて交付する。 

電気自動車の導入 
補助対象経費の額。ただし、当該額が30,000円を超

えるときは、30,000円とする。 

燃料電池自動車の導

入 

補助対象経費の額。ただし、当該額が50,000円を超

えるときは、50,000円とする。 

急速充電設備の導入 

補助対象経費の額に２分の１を乗じた額。ただし、

当該額が400,000円を超えるときは、400,000円とす

る。 

普通充電設備の導入 

補助対象経費の額に２分の１を乗じた額。ただし、

当該額が100,000円を超えるときは、100,000円とす

る。 
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別表６（第５条）交付申請書の添付書類（共通して必要となるもの） 

補助事業の種類 添付書類 

第２条第１項に掲げ

るすべての補助事業 

⑴ 補助事業の概要（第１号様式別紙１） 

⑵ 国等からの交付を受けたことがわかる書類 

※国等からの補助金を補助対象経費から控除した

結果、市への交付申請の額が別表５における補

助金の上限額を下回る場合に限り必要。 

⑶ 申請者の本人確認書類の写し 

⑷ 市内に事業所等を有することを証する書類 

⑸ 市に納付すべき納税証明書の写し 

⑹ 補助事業であることを証する書類 

⑺ 補助事業に係る経費の内訳が記載された契約書

等の写し（補助事業をリースで行う場合にあって

は、リース事業者が購入する設備の購入費・工事

費が確認できる書類及びリース契約書の写し） 

⑻ 全ての者から補助金申請に係る権限を委任され

ていることがわかる書類 

※第３条に規定する補助対象者の要件を満たす者

が複数いる場合に限り必要。 

⑼ 補助事業に係る支払いを証する書類の写し 

※補助事業をリースで行う場合を除く。 

⑽ 貸与料金の算定根拠明細書（第１号様式別紙２）

※補助事業をリースで行う場合のみ 

⑾ リース事業者に係る登記事項証明書（現在事項

全部証明書又は履歴事項全部証明書）の写し 

 ※補助事業をリースで行う場合のみ 

⑿ その他市長が必要と認める書類 
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別表７（第５条）交付申請書の添付書類（補助事業ごとに必要となるもの） 

補助事業の種類 添付書類 

省エネルギー診断に基

づく設備改修等 

⑴ 補助事業により導入する設備の技術仕様が確

認できる書類の写し 

⑵ 補助事業により導入した設備等の場所がわか

る図面 

⑶ 補助事業の工事実施状況等を確認できる写真 

⑷ 導入設備等が未使用品であることを確認でき

る書類の写し 

⑸ 再生可能エネルギー設備を導入している場合

は、当該設備を導入していることを証する書類の

写し 

ＺＥＢ（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の

購入、改修 

⑴ 補助事業の工事実施状況等を確認できる写真 

⑵ 再生可能エネルギー設備を導入している場合

は、当該設備を導入していることを証する書類の

写し 

電気自動車の導入 

燃料電池自動車の導入 

⑴ 補助事業の導入状況が確認できる写真（保管場

所において撮影したもの） 

⑵ 自動車検査証記録事項の写し 

急速充電設備の導入 

普通充電設備の導入 

⑴ 補助事業により導入する設備の技術仕様が確

認できる書類の写し 

⑵ 補助事業により導入した設備等の場所がわか

る図面 

⑶ 補助事業の工事実施状況等を確認できる写真 

⑷ 補助事業に係る設備が未使用品であることを

確認できる書類の写し 
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別表８（第９条第２項）耐用年数 

補助事業により 

導入した設備の種類 
耐用年数 

省エネルギー診断によ

り改修された設備 
減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）別表第一のうち種類が建物及

び建物付属設備に従う ＺＥＢ 

電気自動車 ４年 

燃料電池自動車 ４年 

急速充電設備 ５年 

普通充電設備 ５年 
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第１号様式 
記入日   年  月  日 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付申請書 

（宛先）松戸市長 
（申請者） 郵便番号  
 所 在 地  

 フリガナ  
 名 称  

 代表者肩書  

 代表者氏名  

 電話番号  

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金の交付を受けたいの
で、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付要綱第５条の
規定により、下記のとおり添付書類を添えて申請します。 

記 

補助事業の種類 
※該当事業に☑ 

□ 省エネルギー診断の受診 

□ 省エネルギー診断に基づく設備改修等 

□ ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の購
入・改修 

□ 電気自動車の導入 

□ 燃料電池自動車の導入 

□ 急速充電設備の導入 

□ 普通充電設備の導入 

補助事業を実施した
事業所等の名称 

 

補助金交付申請額           円 

補助事業の概要 別紙のとおり 

市に納付すべき税の
納付状況について 

左記について市長が確認することに、 

同意します。  ・  同意しません。 

※該当するものに○をしてください。 

次のページへ 
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（添付書類） 

※提出する書類に☑ 
□ 補助事業の概要（第１号様式別紙１） 

⇒□ 国等からの補助金の交付決定通知【国等の補助金の交付を受けている場

合】 

※市への交付申請の額が各補助金の交付上限額を下回る場合に限り必要 

□ 申請者の本人確認書類の写し 

【個人事業主の場合】顔写真付きは１点、顔写真無しは２点 

【法人の場合】担当者の社員証、保険証、名刺のうち２点以上 

□ 市内に事業所等を有することを証する書類 

□ 市に納付すべき税の納税証明書【表面「市に納付すべき税の納付状況につい

て」で同意しない場合】 

□ 補助事業であることを証する書類 

□ 補助事業に係る経費の内訳が記載された契約書等の写し 

⇒□ 契約(注文)連名者委任状【契約(注文)を連名である場合】 

⇒□ 変更契約(注文内容の変更)書類【契約(注文)が途中で変更している場合】 

⇒□ 工事着工完了証明書【契約(注文)書記載の工事日と実際が異なる場合】 

⇒□ 経費内訳書【経費の明細がわかる書類がない場合】 

□ 補助事業に係る支払いを証する書類・内訳書の写し 

⇒□ 領収証明書【領収書の発行がない場合】 

□ 補助事業ごとの添付書類（第１号様式別紙１に記載） 

□ その他市長が必要と認める書類
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第１号様式（リース用） 
記入日   年  月  日 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付申請書 

（宛先）松戸市長 

（リース事業者） 

郵便番号  

所 在 地  

フリガナ  

名 称  

代表者肩書  

代表者氏名  

電話番号  
 

（リース先） 

郵便番号  

所 在 地  

フリガナ  

名 称  

代表者肩書  

代表者氏名  

電話番号  

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金の交付を受けたいの
で、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付要綱第６条の
規定により、下記のとおり添付書類を添えて申請します。 

記 

補助事業の種類 

※該当事業に☑ 

□ 省エネルギー診断に基づく設備改修等 

□ 電気自動車の導入 

□ 燃料電池自動車の導入 

□ 急速充電設備の導入 

□ 普通充電設備の導入 

補助事業を実施した
事業所等の名称 

 

補助金交付申請額           円 

補助事業の概要 別紙のとおり 

市に納付すべき税の
納付状況について 

左記について市長が確認することに、 
（リース事業者）同意します。 ・ 同意しません。 
（リース先）  同意します。 ・ 同意しません。 
※該当するものに○をしてください。 

次のページへ 
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（添付書類） 

※提出する書類に☑ 
□ 補助事業の概要（第１号様式別紙１） 

⇒□ 国等からの補助金の交付決定通知【国等の補助金の交付を受けている場

合】 

※市への交付申請の額が各補助金の交付上限額を下回る場合に限り必要 

□ 申請者の本人確認書類の写し 

【個人事業主の場合】顔写真付きは１点、顔写真無しは２点 

【法人の場合】担当者の社員証、保険証、名刺のうち２点以上 

□ リース事業者に係る登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部

証明書）の写し 

□ 市内に事業所等を有することを証する書類 

□ 市に納付すべき税の納税証明書【表面「市に納付すべき税の納付状況につい

て」で同意しない場合】 

□ 貸与料金の算定根拠明細書（第１号様式別紙２） 

□ 補助事業であることを証する書類 

□ リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース

契約書の写し 

⇒□ 契約(注文)連名者委任状【契約(注文)を連名である場合】 

⇒□ 経費内訳書【リース事業者が扱う導入設備等が自社製品の場合】 

⇒□ 変更契約(注文内容の変更)書類【契約(注文)が途中で変更している場合】 

⇒□ 工事着工完了証明書【契約(注文)書記載の工事日と実際が異なる場合】 

□ 補助事業ごとの添付書類（第１号様式別紙１に記載） 

□ その他市長が必要と認める書類 
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第１号様式別紙１ 
補助事業の概要 

 
省エネルギー診断の受診 
 

省エネルギー診断機関

の種別 

※該当項目に☑ 

□ 県の指定機関（             ） 

□ (一財)省エネルギーセンター 

□ 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業 

□ 省エネお助け隊 

□ その他（                ） 

省エネルギー診断日 年  月  日 

補助事業の実施にかか

った経費 

（総額）             円（Ａ） 

（うち消費税）          円（Ｂ） 

国等の補助金額                  円（Ｃ） 

補助対象経費 

（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ） 
                 円 
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第１号様式別紙１ 
補助事業の概要 

 
省エネルギー診断に基づく設備改修等 
 

補助事業を実施した事業所につ
いて 
(該当するものに☑) 

□ 事業所所有者は申請者と同じ 

□ 事業所所有者は申請者と異なる 

【異なる場合】 
□ 補助事業を実施することに同意を得て

いる 

改修等を実施する設備  

省エネルギー診断機関の種別 
※該当項目に☑ 

□ 県の指定機関（         ） 
□ (一財)省エネルギーセンター 
□ 中小企業等に向けた省エネルギー診断

拡充事業 
□ 省エネお助け隊 
□ その他（            ） 

省エネルギー診断日 年  月  日 

事業所全体における 
エネルギー/ＣＯ２排出量削減率 

％ 

再生可能エネルギーの活用方法 
※発電設備を導入した場合のみ 

□ 全量自家消費 
□ 余剰電力を売電 

工事完了日       年  月  日 

補助事業の実施にかかった経費 
（総額）         円（Ａ） 

（うち消費税）      円（Ｂ） 

国等の補助金額              円（Ｃ） 

補助対象経費 
（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ） 

             円 

（補助事業ごとの添付書類） 
□ 導入する設備の技術仕様が確認できる書類の写し 
□ 導入した設備等の場所がわかる図面 
□ 工事実施状況等を確認できる写真（工事着工前及び後の写真） 
□ 導入した設備等が未使用品であることを確認できる書類の写し 
□ 再生可能エネルギー設備を導入していることを証する書類の写し【当該設備
を導入している場合】
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第１号様式別紙１ 
補助事業の概要 

 

ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 

 

工事完了日 

（建売の場合は引渡し日） 
      年  月  日 

補助事業の実施にかかった経費 
（総額）         円（Ａ） 

（うち消費税）      円（Ｂ） 

国等の補助金額               円（Ｃ） 

補助対象経費 

（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ） 
              円 

（補助事業ごとの添付書類） 
□ 工事実施状況等を確認できる写真（工事着工前及び後の写真） 
□ 再生可能エネルギー設備を導入していることを証する書類の写し【当該設備

を導入している場合】 
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第１号様式別紙１ 
補助事業の概要 

 

□ 電気自動車の導入 □ 燃料電池自動車の導入 

 

メーカー名  

車 名  

型 式  

登録年月日/交付年月日        年   月   日 

所有者 

氏名又は名称  

住 所  

使用者 

氏名又は名称 
□ 所有者と同じ 
 

住 所 
□ 所有者と同じ 
松戸市 

使用の本拠の位置 
□ 使用者と同じ 
松戸市 

補助対象車両の導入に 
かかった経費 

（総額）           円（Ａ） 

（うち消費税）        円（Ｂ） 

国等の補助金額                円（Ｃ） 

補助対象経費 
（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ） 

               円 

（補助事業ごとの添付書類） 
□ 車両の導入状況が確認できる写真（保管場所において撮影したもの） 
□ 自動車検査証記録事項の写し
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第１号様式別紙１ 
補助事業の概要 

 
□ 急速充電設備の導入 □ 普通充電設備の導入 
 

補助事業を実施した土
地について 
(該当するものに☑) 

□ 土地所有者は申請者と同じ 

□ 土地所有者は申請者と異なる 

【異なりかつ土地に設置する場合】 
□ 補助事業を実施することに土地所有者から同意

を得ている 

補助事業を実施した事
業所について 
(該当するものに☑) 

□ 事業所所有者は申請者と同じ 

□ 事業所所有者は申請者と異なる 

【異なりかつ事業所に設置する場合】 
□ 補助事業を実施することに事業所所有者から同

意を得ている 

一般（市民）の利用 
※該当するものに☑ 

□ 一般（市民）の方も利用できる 
（利用可能時間帯   ：  ～  ：  ） 

□ 一般（市民）の方は利用できない 

メーカー  

型式  

工事期間 

着工日       年   月   日 

完了日       年   月   日 

補助事業の実施にかか
った経費 

（総額）            円（Ａ） 
（うち消費税）         円（Ｂ） 

国等の補助金額                 円（Ｃ） 

補助対象経費 
（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ） 

                円 

（補助事業ごとの添付書類） 
□ 導入する設備の技術仕様が確認できる書類の写し 
□ 導入した設備等の場所がわかる図面 
□ 工事実施状況等を確認できる写真 
□ 設備が未使用品であることを確認できる書類の写し 
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第１号様式別紙２ 

貸与料金の算定根拠明細書 

（宛先）松戸市長 

（リース事業者） 

所 在 地  

名 称  

代表者肩書  

代表者氏名  

電話番号  
 

（リース先） 

所 在 地  

名 称  

代表者肩書  

代表者氏名  

電話番号  

 
 補助事業で導入する設備については、次のとおりであることについて間違い
ありません。 
 また、注意事項に記載されている内容について間違いがないこと、補助金交
付後も遵守することを誓約します。 

対象設備  

リース期間(月数)  

補助金額 

松戸市の補助金 
(a) 

国の補助金 
(b) 

合計(a ＋ b) 
(c) 

   

リース料総額 
※前払金を含む、

税抜き金額 

補助金なしの場合
(d) 

補助金ありの場合 
(e) 

差額(d –  e) 
(f) 

   

（注意事項） 
・ 補助金ありの場合のリース料総額(e)又はこれをリース期間で除した月額リース料

金が、リース契約書で確認できること。リース契約書から、これが確認できない場
合は、補助金額をリース料金から差し引いてリース契約を再締結するか、補助金額
確定後もしくは入金後に補助金額をリース料から減額し、月々のリース料へ反映す
ることを明記した覚書等をリース事業者及びリース先で締結のうえ提出すること。 

・ 補助金ありの場合となしの場合のリース料総額の差額(f)が、補助金額合計(c)以上
であること。 

・ 松戸市の補助金の金額分は、月額リース料金を減額する形で貸与先に還元されるこ
と。リース契約とは別に貸与先に支払われる形は認められない。 

・ リース期間が財産処分制限期間より短い場合は、リース期間終了後にリース先が対
象設備を購入する契約となっていること。



 

26 

第２号様式 

  松戸市指令第   号 

 

所 在 地               

名   称               

代表者肩書 

代表者氏名               

 

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付決定通知書 

 

     年 月 日付けで申請のありました松戸市事業用省エネルギー設備

等導入促進事業費補助金について、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進

事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり決定しましたので通

知します。 

 

   年 月 日 

 

松戸市長          印 

 

記 

 

 次のとおり決定します。 

 

補助金額             円 
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第３号様式 

 松戸市指令第   号 

 

所 在 地               

名   称               

代表者肩書 

代表者氏名               

 

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付却下通知書 

 

     年 月 日付けで申請のありました松戸市事業用省エネルギー設備

等導入促進事業費補助金について、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進

事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり決定しましたので通

知します。 

 

   年 月 日 

 

松戸市長          印 

 

記 

 

 次の理由により申請を却下します。 

 

 理由 
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第４号様式 

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

（宛先）松戸市長 

 

所 在 地               

名   称             

代表者肩書 

代表者氏名            印  

 

 

  年  月  日付け松戸市指令第  号  で交付決定のあった松戸

市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金について、松戸市事業用省

エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付要綱第８条の規定により、下記の

とおり請求します。 

記 

請求金額                 円 

 

金融機関名 

 銀行 本店 

金庫  支店 

組合 出張所 

普通 ・ 当座 

口座番号        

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義  
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第５号様式 

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金設備処分承認申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）松戸市長 

郵 便 番 号 

所 在 地               

名   称               

代表者肩書 

代表者氏名               

 

     年  月  日付け松戸市指令第  号  で交付決定を受けた松戸

市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金に関する財産の処分等につ

いて松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付要綱第９条第

１項の規定に基づき、下記のとおり承認申請します。 

記 

１ 種   類   

 

２ 処分の方法   

 

３ 処分の時期   

  始期：   年  月  日 

  終期：   年  月  日 

 

４ 処分の理由  

 

５ 処分の条件 
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第６号様式 

松戸市指令第   号 

 

所 在 地               

名   称               

代表者肩書 

代表者氏名               

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 

設備処分承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった処分については、下記のとおり

承認としたので、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付

要綱第９条第３項の規定により通知します。 

   

     年  月  日 

 

                     松戸市長         印 

 

記 

 

１ 決定区分  承認 

 

 

２ 承認の条件 

 

 

３ 返還額            円
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第７号様式 

松戸市指令第   号 

 

所 在 地               

名   称               

代表者肩書 

代表者氏名               

 

松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 

設備処分不承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった処分については、下記のとおり

不承認としたので、松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交

付要綱第９条第３項の規定により通知します。 

   

     年  月  日 

 

                     松戸市長         印 

 

記 

 

１ 決定区分  不承認 

 

 

２ 不承認の理由 

 

 

３ 返還額            円 


